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日本スカンジナビア放射線医学協会NPO法人設立のご報告

本協会は日本とスカンジナビア諸国の放射線医の友好と連絡をはかり、放射線医学の交流、進歩を目的に1986
年に発足し、研究助成金、留学助成金の支給、関係各国の放射線医学の研究の紹介及び情報交換、日本北欧
合同シンポジウムの開催等を行ってまいりました。
長く法人格のない団体として活動してまいりましたが、企業から受け取る寄付金や協賛金など相当額の会計を有

しております。活動の透明性の確保および、社会的信用を得ることを目的に、今回NPO法人格を得る運びとなり、
2022年4月下旬に開催されました日本支部幹事会で承認を得ました。

NPO法人設立に際し、監事役・理事役のご推薦および承認を得ました。まずは、書面にてご報告申し上げます。

今後とも本NPO法人活動のご協力を重ねてお願い申し上げます。

日本スカンジナビア放射線医学協会日本支部 対馬 義人  

理事長

副理事長 

監事

対馬 義人 先生（群馬大学）

畠中 正光 先生（札幌医科大学） 
鹿戸 将史 先生（山形大学）

高木 亮 先生（日本大学）

〒371-8511　群馬県前橋市昭和町3-39-22
群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学内

本件問い合わせ先

日本スカンジナビア放射線医学協会事務局

E-mail: jsrs@jsrs.tokyo　（メールにてお問い合わせください）
TEL: 027-220-8401　　FAX: 027-220-8409
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President

テーマ

「Radiology and Nuclearmedicin in Precision Medicine」

Professor Rimma Axelsson

Second Announcement

It is a great honour to announce the 14th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological 
Society (SJRS) and the 17th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium in Stockholm 30 
May - 1 June 2023. The conference will be arranged by Karolinska University Hospital. The 
registration procedure will start January 2023 and will be announced at Society home pages.
The Japanese Scandinavian Radiology Society was founded by Professor Kumazaki, Tokyo and 
Professor Nordenstr旦m, Stockholm in 1985.  The purpose is to facilitate the exchange of young 
radiologists between Japan and Scandinavia and to arrange joint scientific meetings. Since 1993, 
the meetings have been held together with the Nordic Japanese PACS Symposium, which was 
founded as a forum for the exchange of ideas for the development of PACS.
Progress in Radiology 2023 aims to promote a scientific exchange and to build professional 
networks between Scandinavian and Japanese radiologists.  This Symposium will focus on the 
contribution of Radiology and Nuclear Medicine in Precision Medicine.
First the pandemic, since the war in Ukraine has affected us all, but the society remains strongly 
committed to the scientific development of Radiology and Nuclear Medicine and we look 
forward to meeting all the "old" and new friends in Stockholm.

2022年度 活動報告

（群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学）対馬 義人

第37回日本支部幹事会は、昨今の状況を鑑みて昨年と同様にメール会議形式で行いました（4月25～28日）。
今回の幹事会では、定例議題の他、協会のNPO法人化についても話し合い、承認が得られました。手続きの一
環として、NPO設立総会を開催し（書面審議形式で実施。9月1日～30日）、正会員・賛助会員・理事・幹事の
総勢63名の方にご参加頂き、諸事に関する意思決定を行いました。
現在は、NPO設立に係る必要書類を所管庁に申請中で、今年度中の認可を見据えております。

2021年10月よりスウェーデンに留学中の大橋茜先生より、滞在先での活動の様子をご報告いただきました。
2022年度の留学助成金については、現時点での申請者はおりません。

NPOの新理事として、安藤容子先生（名古屋城北放射線科クリニック）が就任されました。また、現幹事であ
る角田博子先生と橋本東児先生が、NPO設立をもって役職を退任され、今後は、正会員として協会運営にご協
力頂くことになりました。お二人の先生方には、長らく本協会の活動にご尽力賜りましたこと、心より感謝申し上げます。

「第14回日本北欧国際放射線シンポジウム」が、Rimma Axelsson教授（Sweden）を大会長として2023
年5月30日～6日1日にスウェーデン、ストックホルムで開催されます。参加登録手続きは、2023年1月より開始される
との事です。

スウェーデンの次期、「第15回日本北欧国際放射線シンポジウム」は、群馬大学が大会運営を務めさせていた
だきます（2024年、開催地：群馬県 前橋市及び草津町）。先般、準備委員会のメンバーで学会場の現地視察を
行いました。2024年大会に向けての準備を始めたばかりですが、国内外よりご来場の皆様に楽しんでいただけるよ
うな企画をスタッフ一同で構想中です。尚、シンポジウムに関する詳細情報については、随時ホームページ等で発
信していきたいと考えております。

次回シンポジウムのご案内
14th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological 
Society & 17th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium
（Progress in Radiology 2023）

President-elect, Professor Rimma Axelsson
Karolinska University Hospital and
Karolinska Institutet, Stockholm,Sweden
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日本スカンジナビア放射線医学協会事務所のお知らせ

日本スカンジナビア放射線医学協会事務所連絡先

2021年4月1日より、日本支部事務局を群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学内に移し、運営を開
始いたしました。

皆様にはご不便をお掛けすることがあることと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

〒371-8511　群馬県前橋市昭和町3-39-22
群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学内
日本スカンジナビア放射線医学協会事務局

＊ホームページをリニューアルしました。
https://jsrs.tokyo

TEL: 027-220-8401
FAX: 027-220-8409
E-mail: jsrs@jsrs.tokyo

第1章　総則

（名称） 
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本スカンジナビア放射線医学協会と称する。

（事務所） 
第2条 この法人は、事務所を群馬県前橋市昭和町三丁目39番22に置く。

（目的） 
第3条 この法人は、日本とスカンジナビアの放射線科医と友好と連絡を図り、放射線医学に関する交流、進歩 
 を目的とする。

（特定非営利活動の種類） 
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 
 （1） 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
 （2） 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
 （3） 国際協力の活動 
 （4） 科学技術の振興を図る活動 
 （5） 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

（事業） 
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 
 （1）特定非営利活動に係る事業 
  ① 学術集会、日本北欧合同シンポジウム等の開催事業 
  ② 関係各国の放射線医学の研究発表の交換、情報交換事業 
  ③ 関係各国の放射線医学の人事交流（留学）等事業 
  ④ その他本会の趣旨に沿う必要な事業

 　2 その他の事業から生じた利益は、特定非営利活動に係る事業のために使用するものとする。

第2章　会員

（種別） 
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上
の社員とする。 
 （1）正会員　この法人の目的に賛同し、日本及びスカンジナビア諸国の放射線医学に携わる医師及 
  び理事会での推薦を受けた個人及び団体 
 （2）賛助会員　この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個人及び団体

特定非営利活動法人日本スカンジナビア放射線医学協会　定款
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（入会） 
第7条 会員の入会については、医療に携わる者である事の他、特に条件を定めない。

 　2 会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により理事長に 
 申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 　3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通 
 知しなければならない。

（入会金及び会費） 
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

（会員の資格喪失） 
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 
 （1）退会したとき。 
 （2）本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 
 （3）継続して2年以上会費を滞納したとき。 
 （4）除名されたとき。

（退会） 
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

（除名） 
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決により、当該会員を除名することがで 
 きる。この場合、理事会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 
 （1）この法人の定款、規則等に違反したとき。 
 （2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（拠出金品の不返還） 
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章　役員及び職員

（種類及び定数） 
第13条 この法人に次の役員を置く。 
 （1）理事　　3人以上 
 （2）監事　　1人以上

2　理事のうち、1人を理事長、1人以上を副理事長とする。

（選任等） 
第14条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。

 　2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

 　3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになって
はならない。

 　4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務） 
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

 　2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

 　3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじ
め指名した順序によって、その職務を代行する。

 　4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会の議決及び理事会の議決に基づき、この法人の業務
を執行する｡

 　5 監事は、次に掲げる職務を行う。 
 （1）理事の業務執行状況を監査すること。 
 （2）この法人の財産の状況を監査すること。 
 （3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定 
  款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 
 （4）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 
 （5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の 
  招集を請求すること。

（任期） 
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 　2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。

 　3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

（欠員補充） 
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

（解任） 
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事は理事会の議決、監事は総会の議決により、当 
 該役員を解任することができる。この場合、理事会又は総会において議決する前に当該役員に弁明の 
 機会を与えなければならない。 
 （1）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 
 （2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

（報酬等） 
第19条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の 
 1以下でなければならない。
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 　2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 　3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職員） 
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

 　2 職員は、理事長が任免する。

第4章　総会

（種別） 
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

（構成） 
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

（権能） 
第23条 総会は、以下の事項について議決する。 
 （1）定款の変更 
 （2）解散 
 （3）合併 
 （4）事業報告及び活動決算 
 （5）監事の選任又は解任 
 （6）その他運営に関する重要事項

（開催） 
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

 　2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
 （1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 
 （2）正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき｡  
 （3）第15条第5項第4号の規定により、監事が招集するとき。

（招集） 
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。

 　2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以 
 内に臨時総会を招集しなければならない。

 　3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的 
 方法によって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

（議長） 
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（定足数） 
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

（議決） 
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議 
 事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

 　2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 
 議長の決するところによる。

（社員の表決権等） 
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。

 　2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、又は 
 書面に代えて電磁的方法により表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 　3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号、第52条及び第 
 54条の適用については、総会に出席したものとみなす。

 　4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

（議事録） 
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
 （1）日時及び場所 
 （2）正会員総数及び出席者数（書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場 
  合にあっては、その数を付記すること。） 
 （3）審議事項 
 （4）議事の経過の概要及び議決の結果 
 （5）議事録署名人の選任に関する事項

 　2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章　理事会

（構成） 
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

（権能） 
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 
 （1）総会に付議すべき事項 
 （2）総会の議決した事項の執行に関する事項 
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 （3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（開催） 
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
 （1）理事長が必要と認めたとき。 
 （2）理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 
 （3）第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集） 
第34条 理事会は、理事長が招集する。

 　2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して14日以内に理 
 事会を招集しなければならない。

 　3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁 
 的方法によって、少なくとも理事会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

（議長） 
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（定足数） 
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

（議決） 
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 　2 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、 
 議長の決するところによる。

（理事の表決権等） 
第38条 各理事の表決権は、平等とする。

 　2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は書 
 面に代わる電磁的方法により表決することができる。

 　3 前項の規定により表決した理事は、第36条、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、 
 理事会に出席したものとみなす。

 　4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

（議事録） 
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
 （1）日時及び場所 
 （2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者、電磁的方法による表決者がある場合に 
  あっては、その旨を付記すること。） 
 （3）審議事項 
 （4）議事の経過の概要及び議決の結果 

 （5）議事録署名人の選任に関する事項

 　2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 

第6章　資産及び会計

（資産の構成） 
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 
 （1）設立当初の財産目録に記載された資産 
 （2）入会金及び会費 
 （3）寄附金品 
 （4）財産から生じる収益 
 （5）事業に伴う収益 
 （6）その他の収益

（資産の区分） 
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

（財産の管理） 
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

（会計の原則） 
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（会計の区分等） 
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

（事業計画及び予算） 
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

（暫定予算） 
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議 
 決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。

 　2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予備費の設定及び使用） 
第47条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

 　2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正） 
第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を 
 することができる。
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（事業報告及び決算） 
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業 
 年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。

 　2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度） 
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（臨機の措置） 
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしよう 
 とするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章　定款の変更、解散及び合併

（定款の変更） 
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員の4分の3以上の議決を経、 
 かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

（解散） 
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 
 （1）総会の決議 
 （2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
 （3）正会員の欠亡 
 （4）合併 
 （5）破産手続開始の決定 
 （6）所轄庁による設立の認証の取消し

 　2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 　3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 　4 この法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、理事を清算人とする。

（残余財産の処分） 
第54条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散の場合を除く。）したときに残存する財産は、 
 法第11条第3項に掲げる者のうち、総会に出席した正会員の過半数をもって決した者に譲渡するものとする。

（合併） 
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄 
 庁の認証を得なければならない。

第8章　公告の方法

（公告の方法） 
第56条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。 
 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、当法人のホームページに掲 
 載して行う。

第9章　雑則

（細則） 
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附　則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 
（1）正会員 年会費　1口2,000円 
（6）賛助会員　　 年会費　1口100,000円

3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、
第16条第1項の規定にかかわらず、設立の日から令和6年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、設立の日から令和5年3月31日までとする。
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役職名 氏　名 備　考

理事 対馬 義人 理事長

理事 鹿戸 将史 副理事長

理事 畠中 正光 副理事長

理事 安藤 容子

理事 石田 隆行

理事 小野澤志郎

理事 金 舞

理事 黒木 一典

理事 近藤 博史

理事 佐藤 友保

理事 田島 廣之

理事 中村 和正

理事 細矢 貴亮

理事 嶺 貴彦

理事 村田 智

理事 門前 芳夫

理事 山口 雅人

理事 山田 哲久

監事 高木 亮

日本スカンジナビア放射線医学協会日本支部　内規

2022 . 10 . 1

1.（名称）本会は日本スカンジナビア放射線医学協会日本支部と称し、英文では、the Japanese 
Scandinavian Radiological Society　とする。

2. （目的）本会は日本とスカンジナビアの放射線科医の友好と連絡を図り、放射線医学に関する交流、進歩を目的
とする。

3. （事務局）本会の事務局を 群馬県前橋市昭和3－39－22　に置く（2021年4月1日に現住所に移転）。事務
局は、総会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

4.（事業内容）本会は前項の目的を資するため、次の事業を行う。
（1）学術集会、日本北欧合同シンポジウム等の開催
（2）関係各国の放射線医学の研究発表の交換、情報交換
（3）関係各国の放射線医の人事交流（留学）
（4）その他本会の趣旨に沿う必要な事業

5.（会員種別）本会は下記の会員を以て組織する。
（1）正 会 員：本会の目的に賛同し、日本およびスカンジナビア諸国の放射線医学に携わる医師・歯科医師及

び理事会の承認を得た者。
（2）名誉会員：本会に特別功労のあるものについて、理事会の賛成を得て推薦を受けた者に称号を付与する。
（3）賛助会員：本会の趣旨に賛同し、本会の事業を援助する法人および団体であって、理事会の承認を得た者。

6.（入会）正会員、賛助会員となろうとする個人または団体は、入会申込書に会費を添えて事務局に提出し、理
事会の承認を得なければならない。

7.（退会）正会員で退会しようとするときは、その旨を本会事務局に届出るものとする。

8.（会費）本会の会費は下記の通りとする。
（1）正会員は、本会の会費として毎年、一口2,000円を納付するものとする。
（2）賛助会員は、本会の会費として毎年、一口100,000円を納付するものとする。

9.（寄附金の受取）本会への寄附は下記の通りとする。
（1）理事および監事は、本会へ毎年、一口5,000円を寄附するものとする。
（2）賛助会員に対して、本会の会費とは別に、寄附を募ることとする。
（3）本会の趣旨に賛同する個人または、団体から寄附を募る。

10.（会員の権利） 本会の正会員及び賛助会員は、随時本会の活動に関する情報（議事録、決算書類等）を
提供され、その他本会の活動に参加し、年1回発行される会報その他資料が配布されるものとする。
（賛助会員の権利）年1回発行される会報に、A4版1ページ相当分の広告を無償で掲載できる。

別　表
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11.（役員）本会に下記の役員をおく。
監事：1名をおく。選任は、理事会によってなされる。
代表理事：1名をおく。理事会によって選任される。
理事：数名が選出される。推薦は理事会によってなされる。 

12.（任期）役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。

13.本会の総会を毎年1回開催する。
（1）時期は,日本スカンジナビア放射線医学シンポジウム又は、日本医学放射線学会期間中とする。
（2）事業、会計、定款等の改定等を定例議題とし、その他事業の立案、執行に関する重要事項等を審議する。

14.本会の会費および事業計画に関しては、総会に提出し、承認を受けなければならない。

15.本会の会計は、会費および寄附金　その他収入により経理し、毎年1回決算報告するものとする。

16.本会の会計および事業年度は4月1日から翌年の3月31 日までとする。

1994年4月8日施工
2008 年4 月改定

2021年9月改定案
2022年10月改定案

留学助成金公募のお知らせ

1 ．ノルウェー、デンマーク、フィンランド、スウェーデン及びアイスランドいずれかへの留学希望者を募ります。

2 ．放射線医学を専攻している医師または歯科医師で日本医学放射線学会会員であること。

3 ．国籍は問わない。

4 ．留学期間は6 ヵ月以上であること。

5 ．応募締切り；お問い合わせ下さい

6 ．問い合わせ先　jsrs@jsrs.tokyo

日本スカンジナビア放射線医学協会日本支部では留学希望者の応募を受けつけています。希望者は以下の要項
に従ってまずはメールにてお問い合わせください。
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＜北欧への留学＞ ※所属は全て留学時

2018年（第33回）
大熊 ひでみ（東京大学）　留学先：University of Eastern Finland　指導医：R. Vanninen

2017年（第32回）
嶺 貴彦（東海大学）　留学先：Denmark 王立病院　指導医：Goetz Benndorf

2015年（第30回）
金 舞（群馬大学）　留学先：University of Turku　指導医：Heikki Minn

2012年（第27回）
鹿戸 将史（山形大学）　留学先：Oslo 大学　指導医：Per Kristian Hol

2008年（第23回）
杉浦 公彦（鳥取大学）　留学先：Malmoe 病院　指導者：K. Ivancev

2007年（第22回）
山口 雅人（神戸大学）　留学先 Malmoe 病院　指導者：K. Ivancev

2006年（第21回）
町田 稔（国立がんセンター）　留学先：Karolinska 病院　指導者：G. Svane

2021年（第36回）
大橋 茜（京都医療センター）　留学先：Lund University　指導医：Sophia Zackrisson

2010年（第25回）
小野澤 志郎（日本医大）　留学先：Malmoe病院　指導者：M. Malina
朽木 恵（山形大学）　留学先：Denmark 王立病院　指導者：I. Viborg

2005年（第20回）
野村 美和子（三重大学）　留学先：Aarhus 大学病院　指導者：J. Overgaard
遠藤 育世（聖マリアンナ大学）　留学先：Oslo 大学　指導者：F. Laerum

留学助成金取得者リスト

2000年（第15回）
築山 裕見子（埼玉医科大学）　留学先：Uppsala University　指導者：A.Hemmingsson, A. Magnusson

1999年（第14回）
中原 圓（日本医科大学）　留学先：Karolinska 病院　指導者：K. Ericson

1998年（第13回）
安藤 容子（一宮市立市民病院）　留学先：Oslo 大学　指導者：F. Laerum

1996年（第11回）
村田 智（筑波大学）　留学先：Malmoe 大学　指導者：K. Ivancev

1995年（第10回）
伊藤 浩（東北大学）　留学先：Karolinska 研究所

1994年（第9回）
佐藤 友保（国立福山病院）　留学先：Huddinge 病院　指導者：B. Calissendorff

1993年（第8回）
冨口 静二（熊本大学）　留学先：Huddinge 病院　指導者：K. Mare； Karolinska病院　　L. Jorfeldt
対馬 義人（群馬大学）　留学先：Turku 大学　指導者：M. Kormano

2001年（第16回）
南 和徳（長崎市立市民病院）― 辞退

2004年（第19回）
岸本 佳子（山口大学）　留学先：Goeteborg 大学　指導者：A. Hellstrom
南郷 峰善（大阪市立大学）　留学先：Malmoe 病院　指導者：K. Ivancev

2002年（第17回）
伊藤 宏彦（ワシントン大学）　留学先：Huddinge 病院　指導者 P. Aspelin
江川 亜希子（長崎大学）　留学先：Karolinska 大学　指導者：H. Ringertz
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留学助成金取得者リスト

1992年（第7回）
黒木 一典（聖マリアンナ医科大学）　留学先：Oslo 大学　指導者：F. Laerum
児玉 行弘（名古屋大学）　留学先：Odense 大学　指導者：F. Mathiesen

1989年（第4回）
保坂 純郎（下谷病院）　留学先：Oslo 大学　指導者：I. Enge., F. Laerum

1988年（第3回）
井上 裕喜（鹿児島大学）　留学先：Turku 大学　指導者：M. Kormano

1990年（第5回）
山田 哲久（東京慈恵会医科大学）　留学先：Arhus Kommune Hospital　指導者：Bent Mdsen
門前 芳夫（大村市立病院）　
留学先：Karolinska 病院 Radiumhemmet　指導者：R. Svanstroem, Radiosurgery　C. Lindquist, Soeder sjukhuset　U.Glas

1991年（第6回）
橋本 東児（昭和大学）　留学先：Karolinska 病院　指導者：H. Ohlsen
今村 正浩（関西医科大学）　留学先：Karolinska 研究所 腫瘍生物学Ⅱ部門　指導者：L. Revesz
川島 隆太（東北大学）　留学先：Karolinska 研究所　指導者：P. Roland

1987年（第2回）
上田 潤 （住友病院）　留学先：Uppsala 大学　指導者：Uno Erikson
細矢 貴亮（山形大学）　留学先：Lund 大学　指導者：Cronqvist

1986年（第1回）
西山 謹司（大阪大学）　留学先：Karolinska Institutet(Radiumhemmet)
田島 廣之（日本医科大学）　留学先：Karolinska Institutet(Thoraxkkiniken)　指導者：Alfred Szamosi

※2020年（第35回）、2019年（第34回）、2016年（第31回）、2014年（第29回）、2013年（第28回）、
2011年（第26回）、2009年（第24回）、2003年（第18回）、1997年（第12回）は、該当者なし。

＜日本への留学＞

2015年
Kyoko Rasmussen（Hvidovre Hospital）　留学先：聖路加病院

1997年
Hanne Witt（Karolinska 病院）　留学先：日本医科大学（隈崎）、東京都立駒込病院

1995年
Pavel Kesek（Malmoe 大学）　留学先：日本医科大学（隈崎）、東京慈恵会医科大学

1992年
Finn Mathisen（Odense 大学）　留学先：日本医科大学（隈崎）、大阪大学（小塚、池添）

1990年
Ralf Kallmam（Karolinska 病院）　留学先：日本医科大学（隈崎）、京都府立医大（河合）

1989年
Eie Herlitz （Karolinska 病院）　留学先：日本医科大学（隈崎）

1993年
Bo Kalin（Karolinska 病院）　留学先：日本医科大学（隈崎）
Jarmo Reponen（Oulu 大学）　留学先：大阪大学（小塚）
Jan Reider Bjoerke（Vestfold Central Hospital）　留学先：国立がんセンター中央病院 （牛尾）

※所属は全て留学時
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日本スカンジナビア放射線医学協会会員申込書

令和 4年 10月 5日

（□正会員　□賛助会員）

氏　名
ふりがな

住　所 〒

所　属

☎　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　E-mail

自　宅 〒

☎　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　E-mail

放射線科の専門分野

研究主題

・北欧留学（ 2 週間以上）の経験の有無　　□有　□無

＜有＞の方は具体的にご記入ください。

①留学期間　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

②留学施設

③指導者

④研修内容

⑤取得した資格

⑥その後の渡北欧歴（年・国名）

⑦その後、コンタクトのある北欧放射線医学者

＜無＞の方は以下にご記入ください。

①渡北欧の希望の有無　　□有　□無

②欧米の知識
□英　□仏　□独　□スウェーデン　□デンマーク　□ノルウェー　□フィンランド　□その他

・その他ご意見やご質問があればご記入ください。

日本スカンジナビア放射線医学協会役員名簿

＜役員＞

対馬 義人 理事長 群馬大学

鹿戸 将史 副理事長 山形大学

畠中 正光 副理事長 札幌医科大学

安藤 容子 理事 名古屋城北放射線科クリニック

石田 隆行 理事 大阪大学

小野澤 志郎 理事 杏林大学

金　 舞 理事 群馬大学

黒木 一典 理事 杏林大学

近藤 博史 理事 協立温泉病院

佐藤 友保 理事 土谷総合病院

田島 廣之 理事 埼玉医科大学国際医療センター

中村 和正 理事 浜松医科大学

細矢 貴亮 理事 山形済生病院

嶺　貴彦 理事 日本医科大学北総病院

村田　智 理事 帝京大学ちば総合医療センター

門前 芳夫 理事 佐世保市総合医療センター

山口 雅人 理事 神戸大学

山田 哲久 理事 日本赤十字社医療センター

高木 亮 監事 日本大学

日本支部
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日本スカンジナビア放射線医学協会役員名簿

Sweden Rimma Axelsson 幹事 Stockholm

Nils Dahlström 幹事 Linköping

Denmark Søren Rafaelsen 幹事 Vejle

Gina Al-Farra 幹事 Herlev

Kyoko Sakata Rasmussen 幹事 Hvidovre

Gençay Gül 幹事 Hvidovre

Norway Ingfrid Salvesen Haldorsen 幹事 Bergen

Harald Nes 幹事 Haugesund

Mona Kristiansen Beyer 幹事 Oslo

Finland Hannu. J. Aronen 幹事 Turku

Jarmo Reponen 幹事 Raahe

Iceland Hjalti Már Þórisson 幹事 Reykjavik

日本スカンジナビア放射線医学協会賛助会員名簿

1 ．GE ヘルスケアファーマ株式会社
2 ．エーザイ株式会社
3 ．メディキット株式会社
4 ．富士製薬工業株式会社

＜賛助会員＞

スカンジナビア支部
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事務局だより

2022年の夏を過ぎても、依然日本では「新型」コロナウイルス感染者第８波直撃のニュースの一方で、海外情
勢と比較すると少しずつではありますが水際対策も緩和されてきているようで、2023年ストックホルムで開催予定の
Progress in Radiology 2023の現地開催が切望されます。
次年度開催のProgress Radiology2024の開催に向け、事務局でも少しずつ準備を始めました。先日は、準
備委員会数名で会場の下見にも出かけました。梅雨明け時期から初夏の開催期間は、気候の心配もありますが会
員の皆様の有意義な滞在期間となるようおもてなしできたらと考えております。
最後となりますが、本会報誌製作にあたって原稿依頼にご快諾くださった安藤容子先生、鹿戸将史先生、大橋
茜先生、Dr. Sophia Zackrisson先生方にこの場をお借りして感謝申し上げます。





処方箋医薬品

処方箋医薬品

https://www.fujipharma.jp/

注）：注意ー医師等の処方箋により使用すること。
■効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等につきましては添付文書をご参照ください。


